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三菱ＵＦＪリース メーカー・販売代理店様向けビジネスサポートを強化 

～「パートナーリース・プラス」の取扱いを開始～ 

 

三菱 UFJ リース株式会社（取締役社長 村田 隆一）は、メーカー様、販売代理店様の販売促進にご活

用頂けるリース商品として「パートナーリース・プラス」の取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。 

「パートナーリース・プラス」は、当社がご提供しているベンダーリース商品「パートナーリース」の対象金

額を拡大し、メーカー様、販売代理店様の利便性を向上させたリース商品です。メーカー様、販売代理

店様の販売先であるお客様が、リースで設備導入をご希望の際に、簡易な手続きで当社のリースをご

利用頂くことができます。お申込みから最短１日で審査回答させて頂きますので、商機を逃すことなく、

スムーズな販売が可能です。また、「パートナーリース・プラス」では、メーカー様、販売代理店様への物

件代金は当社が一括でお支払いし、お客様へのリース料請求は当社が行いますので、メーカー様、販

売代理店様は売掛債権管理を省力化することができます。 

 

１．本件サービスの主な内容 

お客様 事業者（個人事業者を含む） 

主な対象商品 情報通信機器、産業機械、工作機械、その他 

対象金額 契約金額 3,000 万円まで 

（従来の「パートナーリース」は契約金額 30 万円から 500 万円まで） 

契約形式 ワンライティング形式 

 

2．「パートナーリース・プラス」導入までの流れ 

 ①売主様（メーカー様、販売代理店様）と当社間で基本契約を締結（初回のみ）。 

 ②売主様はお客様との商談で、物件・仕様・価格・納期などを決定。 

 ③お客様にリース申込書の必要事項をご記入頂いた後、当社宛に必要書類を送付。 

 ④当社の審査を経た後、お客様とリース契約を締結。 

     なお、契約手続きについては、売主様と当社間で協議の上、個別に取り決めます。 

 ⑤物件の検収。 

 ⑥当社から売主様に物件代金をお支払い。当社から、お客様へリース料をご請求。 

 

＜本件サービスに関するお問い合わせ先＞ 
三菱 UFJ リース株式会社 商品開発室（03-6865-3886）または最寄りの支店・営業部店まで      
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